
 

 

 

特定個人情報保護評価書の再評価に係る 

パブリック・コメントの実施について 
『個人住民税に関する事務』 

 

 

税務部 市民税課 

 
※本資料は、個人情報保護委員会（国）及び地方税共同機構の資料を基に作成しています 



特定個人情報保護評価の概要 



特定個人情報保護評価の実施手順 

 



 

◆主な変更箇所 

 

 

◆個人住民税申告の電子化の概要及びイメージ図  

 

  

１ 個人住民税申告の電子化の開始に伴う、個人住民税事務におけるマイナポータル申請管理の使用開始 

２ マイナポータル申請管理使用開始に伴うデータの取得方法及び管理方法等の変更 

税制改正により令和８年１月より個人住民税申告の電子化が全国的に開始し、市民が船橋市宛て

に申告した情報がマイナポータル申請管理に保存され、船橋市側はその申告情報を取得する。 

※2 

※1 

※３ 



 

 

※１…マイナポータルは、政府が運営するオンラインサービスで、マイナンバーカードを利用し、行

政手続きの検索や電子申請、行政機関からの情報確認などができます。その中で「申請管

理」機能は、利用者がマイナポータルを通じて申請した手続きの状況を把握可能となるもの

であり、申告情報等もこちらに格納されます。自治体はこの機能にアクセスし、申告情報等を

取得します。 

 

※２…eLTAX とは、地方税共同機構が構築した地方税における手続きを、インターネットを利用し

て電子的に行うシステムです。eLTAX 個人住民税電子申告システムとは、eLTAX に地方税

共同機構が新規で構築した、申告者が電子申告した情報から個人住民税申告ファイルを生

成し、マイナポータル申請管理に送信するシステムになります。 
 

※３…LGWAN とは、地方公共団体間の情報共有やコミュニケーションを円滑に行うための行政専

用の閉域ネットワークです。インターネットとは分離されており、高度なセキュリティを維持し

ながら、各種行政システムの共同利用を可能にし、行政の効率化や住民サービスの向上を

実現しています。 
 

  



 

 

・全項目評価書変更点(一部抜粋) 

項目 旧 新 

Ⅱ ファイルの概要 

 ３．特定個人情報の

入手・使用 

②入手方法 

[ 〇 ]その他（地方税ポータルシステム（eLTAX）） [ 〇 ]その他（地方税ポータルシステム（eLTAX）、マイナポータル申

請管理） 

Ⅱ ファイルの概要 

６．特定個人情報の保

管・消去 

③消去方法 

＜船橋市における措置＞ 

①保存年限の過ぎた特定個人情報については、システム上一括して削除処

理を実施する。 

②紙媒体で保有する特定個人情報については、焼却処分をする。 

 

＜自治体中間サーバー・プラットフォームにおける措置＞ 

①特定個人情報の消去は地方公共団体からの操作によって実施されるた

め、通常、自治体中間サーバー・プラットフォームの保守・運用を行う事業者

及びクラウドサービス事業者が特定個人情報を消去することはない。 

②クラウドサービス事業者が保有・管理する環境において、障害やメンテナン

ス等によりディスクやハード等を交換する際は、クラウドサービス事業者にお

いて、政府情報システムのためのセキュリティ評価制度（ISMAP）に準拠した

データの暗号化消去及び物理的破壊を行う。 

さらに、第三者の監査機関が定期的に発行するレポートにより、クラウドサー

ビス事業者において、確実にデータの暗号化消去及び物理的破壊が行われ

ていることを確認する。 

③中間サーバー・プラットフォームの移行の際は、地方公共団体情報システ

ム機構及び中間サーバー・プラットフォームの事業者において、保存された情

報が読み出しできないよう、データセンターに設置しているディスクやハード

等を物理的破壊により完全に消去する。 

 

＜ガバメントクラウドにおける措置＞ 

①特定個人情報の消去は地方公共団体からの操作によって実施される。地

方公共団体の業務データは国及びガバメントクラウドのクラウド事業者にはア

クセスが制御されているため特定個人情報を消去することはない。 

②クラウド事業者が HDDや SSD などの記録装置等を障害やメンテナンス等

により交換する際にデータの復元がなされないよう、クラウド事業者におい

て、NIST 800-88、ISO/IEC27001 等にしたがって確実にデータを消去する。 

③既存システムについては、地方公共団体が委託した開発事業者が既存の

環境からガバメントクラウドへ移行することになるが、移行に際しては、データ

抽出及びクラウド環境へのデータ投入、並びに利用しなくなった環境の破棄

等を実施する。 

 

＜船橋市における措置＞ 

（略） 

 
＜自治体中間サーバー・プラットフォームにおける措置＞ 

（略） 

 
＜ガバメントクラウドにおける措置＞ 

（略） 
 

<マイナポータル申請管理における措置> 

・LGWAN 接続端末に一時的に記録した個人番号付電子申請データは、紙に

打出し後、速やかに完全消去する。 

・外部記憶媒体に一時的に記録した個人番号付電子申請データは、使用の

都度速やかに完全消去する。 



 

Ⅲ 特定個人情報の

取扱いプロセスにおけ

るリスク対策 

２．特定個人情報の入

手（情報提供ネットワ

ークシステムを通じた

入手を除く。） 

リスク４： 入手の際に

特定個人情報が漏え

い・紛失するリスク 

リスクに対する措置の

内容 

・申告書・報告書の帳票を施錠できる保管庫にて保管する。 

・申告書・報告書の受領後、当該文書の保存については執務場所以外への

持ち出しを禁止する。 

・地方税ポータルシステム（eLTAX）については行政専用のネットワーク（総合

行政ネットワーク等）を利用している。 

・書面については、本人から直接受け取ることを原則とし、郵送の場合は市役

所住所を明記したものを事前送付し、当該住所宛に送付するよう説明する。 

・全職員を対象として、情報管理職場研修（上司と部下が情報管理について

確認する研修）及びｅラーニングを活用した情報セキュリティ研修を実施して

いる。 

 

（略） 

 

<マイナポータル申請管理における措置> 

・マイナポータル申請管理と地方公共団体との間は、LGWAN 回線を用いた

暗号化通信を行うことで、外部からの盗聴、漏えい等が起こらないようにして

おり、さらに通信自体も暗号化している。 

Ⅲ 特定個人情報の

取扱いプロセスにおけ

るリスク対策 

３．特定個人情報の使

用 

リスク２： 権限のない

者（元職員、アクセス

権限のない職員等）に

よって不正に使用され

るリスク 

アクセス権限の発効・

失効の管理 

具体的な管理方法 

・所属による権限発行を主にしており、その課・係に最低限必要なもののみを

発行する。 

・異動等により所属が変わる際には、職員の所属情報を変更し、アクセス権

限を変更又は廃止する。 

・個別にアクセス権限を付与する際には、必要なアクセスの詳細を判断し、情

報システム管理者（所属長）の承認を得て登録する。 

・異動等が発生した際には、変更となる職員のアクセス権限情報を確認し、業

務上不要となったものについては廃止する。 

・発行・失効管理簿に記録・保管する。 

 

<税務システムの運用における措置> 

（略） 

 

<マイナポータル申請管理における措置> 

マイナポータル申請管理のアクセス権限の発効・失効については、以下の管

理を行う。 

① 発効の管理 

・アクセス権限が必要となった場合、ユーザ ID 管理者が事務に必要となる情

報にアクセスできるユーザ ID を発効する。 

・ユーザ ID 管理者が各事務に必要となるアクセス権限の管理表を作成する。 

・アクセス権限の付与を必要最低限とする。 

 

② 失効の管理 

・定期的又は異動、 退職等のイベントが発生したタイミングで、権限を有して

いた職員の異動、退職等情報を確認し、当該事由が生じた際には速やかに

アクセス権限を更新し、当該ユーザ ID を失効させる。 

 


